
Ｑ６原発事故原発事故原発事故原発事故のののの影響影響影響影響でででで勤務先勤務先勤務先勤務先のののの会会会会

社社社社がががが減益減益減益減益になりになりになりになり、、、、給与給与給与給与がががが減減減減りましりましりましりまし

たたたた。。。。このこのこのこの場合場合場合場合はははは賠償賠償賠償賠償されますかされますかされますかされますか？？？？    

Ａ 賠償される可能性があります。 
従前の会社を退職することなく勤務が継続

できている場合にも、勤務先の会社が原発事

故によって収益を減らした結果、給与等が減

少した場合には、就労不能損害賠償の対象に

なります。    

    

Ｑ７給与給与給与給与のののの金額金額金額金額がががが分分分分かるかるかるかる資料資料資料資料がながながながな

いといといといと賠償賠償賠償賠償されないのですかされないのですかされないのですかされないのですか？？？？    

Ａ 東京電力が定める方式による

定額の賠償があります。 
東京電力指定の就労状況証明書等の就労し

ていたことと勤務形態の分かる資料があれば、

具体的に給与等の金額が分かる資料がなくて

も、決まった額で賠償がされます。 

 

Ｑ８自家用車自家用車自家用車自家用車でででで通勤通勤通勤通勤しているのでしているのでしているのでしているので、、、、

交通費交通費交通費交通費のののの増加額増加額増加額増加額がががが詳詳詳詳しくしくしくしく分分分分かりまかりまかりまかりま

せんがせんがせんがせんが、、、、賠償賠償賠償賠償されますかされますかされますかされますか？？？？    

Ａ 東京電力の定める算定方式に

よってガソリン代相当額の賠償

がされます。 

次の算定式によって月ごとの賠償金が算定

されます。 

Ｑ
前前前前

難先難先難先難先

場合場合場合場合

Ａ

①

②

③

①平成２４年５月３１日まで 

【増加距離（km）】÷8（km/L） 

×151.2（円）×31（日） 

②平成２４年６月１日以降 

【増加距離（km）】×22（円）×31（日） 

 

Ｑ９避難指示避難指示避難指示避難指示がががが解除解除解除解除されたのでされたのでされたのでされたので従従従従

前前前前のののの家家家家にににに戻戻戻戻ることにしましたることにしましたることにしましたることにしました。。。。避避避避

難先難先難先難先でででで勤勤勤勤めていためていためていためていた会社会社会社会社をををを退職退職退職退職したしたしたした

場合場合場合場合にもにもにもにも賠償賠償賠償賠償されますかされますかされますかされますか？？？？    

Ａ 帰還に伴う就労不能損害の賠

償があります。 

①対象となる人 

原発事故時の住所が旧居住制限区域、旧避

難指示解除準備区域（２０㎞圏内）で、平

成３０年３月３１日までに帰還した人 

②賠償される期間 

帰還して収入が無くなった／減少した月か

ら１２か月 

③賠償の内容 

一般的な就労不能損害賠償と同じ（Ｑ１、

Ｑ２参照） 

＊平成２６年３月１日以降の場合は特別の

努力の適用はされません。 
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南相馬市復興企画部

原子力損害対策課

〒975-8686

福島県南相馬市原町区本町２丁目２７番地

電　話　0244-24-5337

ＦＡＸ　0244-23-2511

平成２９年２月作成



Ｑ１就労不能損害賠償就労不能損害賠償就労不能損害賠償就労不能損害賠償はははは何何何何にににに対対対対すすすす

るるるる賠償賠償賠償賠償ですかですかですかですか？？？？    

Ａ 給与等の収入を失ったことな

どに対する賠償です。 
就労不能損害賠償は、会社等で勤めて得て

いた給与等の収入に対する賠償です。事業に

より得ていた収入に対しては営業・営農損害

賠償の対象になります。 

 

Ｑ２賠償賠償賠償賠償のののの内容内容内容内容はははは？？？？    

Ａ 次の項目が賠償されます。 
項 目 内 容 

減収分 

原発事故に伴う避難指示等により生

じた次の減収等 

①勤務先を解雇される等して失った

収入分 

②勤務先が減益し、給与が減少した場

合の従来の給与との差額 

③就職、復職ができなくなったことで

得られなくなった収入分 

通勤交通費の

増加分 

勤務先の移転又は自分の避難により

通勤距離が長くなったことで増加し

た交通費 

転居費用 

勤務先が移転したことにより転居が

必要になったことで負担した引越し

費用、転居先の礼金、仲介手数料等の

一時金 

 

Ｑ３賠償賠償賠償賠償がされるがされるがされるがされる期間期間期間期間にににに終終終終わりはわりはわりはわりは

ありますかありますかありますかありますか？？？？    

Ａ 東京電力の直接請求では、次

の表のとおり原発事故当時の住

所か勤務先の所在地により期間

が決まっています。 
住所／勤務先の所在地 賠償期間 

帰還困難区域、旧居住制限

区域、旧避難指示解除準備

区域（２０㎞圏内） 

平成２７年２月２８日まで 

旧緊急時避難準備区域 

（２０㎞～３０㎞圏内） 
平成２４年１２月３１日まで 

３０㎞圏外の地域 平成２４年５月３１日まで 

＊就業ができないやむを得ない事情があると東京電力

が認める場合には上記の終期から１年程度延長され

る場合もあります。 

 

Ｑ４東京電力東京電力東京電力東京電力がががが決決決決めためためためた期間以降期間以降期間以降期間以降はははは

全全全全くくくく賠償賠償賠償賠償されないのですかされないのですかされないのですかされないのですか？？？？    

Ａ 和解仲介手続では東京電力が

賠償を認める期間以降の賠償が

認められる場合があります。 
原子力損害賠償紛争解決センター（ＡＤＲ）

の和解仲介手続では、東京電力の直接請求の

判断基準にとらわれることなく、賠償の可否

が判断されます。申立ての方法はご相談くだ

さい。 

Ｑ５再就職再就職再就職再就職先先先先のののの給与給与給与給与がががが、、、、従来従来従来従来のののの金金金金

額額額額とととと同額同額同額同額のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、賠償賠償賠償賠償はされはされはされはされ

ませんませんませんませんかかかか？？？？    

Ａ 「特別の努力」の適用により

再就職後の給与が控除されない

場合があります。 
就労不能損害賠償の賠償金は、原則次の算

定式により算定されます。 

【①従前の給与等の金額】－【②現在の給与等の金額】 

＝賠償金額 

「特別の努力」は、②の控除をしない仕組

みです。特別の努力の適用がある場合には次

のように賠償されます。 

（例）従前の給与等の月額：２５万円 

現在の給与等の月額：２５万円 

→賠償金額（月額）２５万円 

特別の努力の適用により、控除されない金

額は５０万円までです。特別の努力の適用の

ある期間は次の表のとおりです。 

住所／勤務先の所在地 賠償期間 

帰還困難区域、旧居住制限

区域、旧避難指示解除準備

区域（２０㎞圏内） 

平成２３年３月１１日から 

平成２６年２月２８日まで 

旧緊急時避難準備区域 

（２０㎞～３０㎞圏内） 

平成２３年３月１１日から 

平成２４年１２月３１日まで 

３０㎞圏外の地域 
平成２３年３月１１日から 

平成２４年５月３１日まで 
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勤務先の移転又は自分の避難により

通勤距離が長くなったことで増加し

た交通費 

転居費用 

勤務先が移転したことにより転居が

必要になったことで負担した引越し

費用、転居先の礼金、仲介手数料等の

一時金 

 

Ｑ３賠償賠償賠償賠償がされるがされるがされるがされる期間期間期間期間にににに終終終終わりはわりはわりはわりは

ありますかありますかありますかありますか？？？？    

Ａ 東京電力の直接請求では、次

の表のとおり原発事故当時の住

所か勤務先の所在地により期間

が決まっています。 
住所／勤務先の所在地 賠償期間 

帰還困難区域、旧居住制限

区域、旧避難指示解除準備

区域（２０㎞圏内） 

平成２７年２月２８日まで 

旧緊急時避難準備区域 

（２０㎞～３０㎞圏内） 
平成２４年１２月３１日まで 

３０㎞圏外の地域 平成２４年５月３１日まで 

＊就業ができないやむを得ない事情があると東京電力

が認める場合には上記の終期から１年程度延長され

る場合もあります。 

 

Ｑ４東京電力東京電力東京電力東京電力がががが決決決決めためためためた期間以降期間以降期間以降期間以降はははは

全全全全くくくく賠償賠償賠償賠償されないのですかされないのですかされないのですかされないのですか？？？？    

Ａ 和解仲介手続では東京電力が

賠償を認める期間以降の賠償が

認められる場合があります。 
原子力損害賠償紛争解決センター（ＡＤＲ）

の和解仲介手続では、東京電力の直接請求の

判断基準にとらわれることなく、賠償の可否

が判断されます。申立ての方法はご相談くだ

さい。 

Ｑ５再就職再就職再就職再就職先先先先のののの給与給与給与給与がががが、、、、従来従来従来従来のののの金金金金

額額額額とととと同額同額同額同額のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、賠償賠償賠償賠償はされはされはされはされ

ませんませんませんませんかかかか？？？？    

Ａ 「特別の努力」の適用により

再就職後の給与が控除されない

場合があります。 
就労不能損害賠償の賠償金は、原則次の算

定式により算定されます。 

【①従前の給与等の金額】－【②現在の給与等の金額】 

＝賠償金額 

「特別の努力」は、②の控除をしない仕組

みです。特別の努力の適用がある場合には次

のように賠償されます。 

（例）従前の給与等の月額：２５万円 

現在の給与等の月額：２５万円 

→賠償金額（月額）２５万円 

特別の努力の適用により、控除されない金

額は５０万円までです。特別の努力の適用の

ある期間は次の表のとおりです。 

住所／勤務先の所在地 賠償期間 

帰還困難区域、旧居住制限

区域、旧避難指示解除準備

区域（２０㎞圏内） 
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旧緊急時避難準備区域 
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平成２４年５月３１日まで 

 

Ｑ１就労不能損害賠償就労不能損害賠償就労不能損害賠償就労不能損害賠償はははは何何何何にににに対対対対すすすす

るるるる賠償賠償賠償賠償ですかですかですかですか？？？？    

Ａ 給与等の収入を失ったことな

どに対する賠償です。 
就労不能損害賠償は、会社等で勤めて得て

いた給与等の収入に対する賠償です。事業に

より得ていた収入に対しては営業・営農損害

賠償の対象になります。 

 

Ｑ２賠償賠償賠償賠償のののの内容内容内容内容はははは？？？？    
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